
 

８つくば市周辺市街地チャレンジショップ運営業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、８つくば市周辺市街地チャレンジショップ運営業務委託の受託事業者を選定

するために実施する公募型プロポーザルに必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

８つくば市周辺市街地チャレンジショップ運営業務委託 

(2) 業務内容 

   「８つくば市周辺市街地チャレンジショップ運営業務委託仕様書」のとおり 

(3) 履行期間 

   契約締結日の翌日から令和９年３月 19日（金）まで 

 

３ 提案（見積額）限度額 

6,509,800円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

４ 担当部局（問合せ先） 

〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１ 

つくば市都市計画部 周辺市街地振興課（市役所３階） 

電話 029-883-1111（代） 

電子メールアドレス ubn101@city.tsukuba.lg.jp 

  



 

５ プロポーザルの日程 

項目 日程 

実施要領等公表日 令和８年４月３日（金） 

参加申込にあたっての 

質問書の提出期限 

実施要領等公表日から 

令和８年４月７日（火）16時30分まで 

質問書に対する回答 令和８年４月10日（金）予定 

参加申込書の提出期限 
実施要領等公表日から 

令和８年４月14日（火）16時30分まで 

参加資格審査 令和８年４月15日（水）予定 

参加資格審査結果通知書の発送 

企画提案書類の受付開始 
令和８年４月16日（木）予定 

参加資格を満たしていないと判断された者

の審査結果に対する説明要求書提出期限 
令和８年４月23日（木）16時30分まで 

企画提案書類の提出にあたっての 

質問書の提出期限 

参加資格審査結果通知書の発送日から 

令和８年４月23日（木）16時30分まで 

質問書に対する回答 令和８年４月28日（火）予定 

企画提案書類の提出期限 
参加資格審査結果通知書の発送日から 

令和８年５月８日（金）16時30分まで 

プレゼンテーション及びヒアリング 

候補者選定委員会による審査 
令和８年５月15日（金）予定 

企画提案審査結果通知書の発送 令和８年５月20日（水）予定 

選定されなかった者の審査結果に対する説

明要求書提出期限 
令和８年５月27日（水）16時30分まで 

契約締結 令和８年６月上旬予定 

※スケジュールに変更があった場合には、市ホームページにて、お知らせする。 



 

６ 参加形態 

  単体とする。 

 

７ 参加資格要件 

 この公募開始の日から契約締結までの日において、次の要件を満たしていること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に規定する者に該当しない

こと。 

(2) 地方自治法施行令第167条の４第２項の規定に基づくつくば市の入札参加の制限を受けて

いないこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条２号に

規定する暴力団でなく、かつ、役員が茨城県暴力団排除条例（平成22年茨城県条例第36

号）第２条第３号に規定する暴力団員等でないこと。 

(4) 茨城県建設工事等請負業者指名停止等措置要領（平成６年７月14日付け監第692号）、茨

城県物品調達等登録業者指名停止基準又はつくば市入札参加指名停止等措置要綱（平成６

年つくば市告示第15号）に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。 

(5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと。ただし、申立て

をしている場合であっても、更生手続開始決定後又は再生手続開始決定後につくば市が一

般競争入札参加資格の再認定をしたときは、この限りでない。 

(6) 次の国税及び地方税に未納がないこと。 

 ア 法人の場合 

   国税（法人税、消費税）、本店所在地分の都道府県税（法人県民税、法人事業税） 

イ 個人事業主の場合 

   国税（所得税、消費税）、本店所在地分の都道府県税（個人事業税） 

 

８ 参加申込書の提出 

(1) 提出書類（エ、オは発行日から３か月以内のもの） 

ア 参加申込書（様式１） 

イ 会社・団体の概要（様式２） 

ウ 参加資格要件に係る申立書（様式３） 

エ 国税（法人の場合は法人税・消費税、個人事業主の場合は所得税・消費税）に未納が 

ないことを証明する証明書の写し 

オ 都道府県税（本店所在地）に未納がないことを証明する証明書の写し 

 (2) 提出部数 

１部 

(3) 提出期間 

実施要領等公表日から 

令和８年４月14日（火）まで 



 

受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の８時45分から16時30分までとする。 

郵送の場合は令和８年４月14日（火）必着とする。 

 

(4) 提出先 

「４の担当部局（問合せ先）」に同じ 

(5) 提出方法 

持参又は郵送により提出すること。 

ただし、郵送の場合は、提出書類の到達通知は行わないため、提出者が必要に応じ追跡

可能な郵送方法を検討すること。 

(6) 質問について 

参加申込提出書類に関して、質問がある場合は、原則として以下のアからオの内容に従

い、質問を行うこと。 

ア 提出書類 

    参加申込に係る質問書（様式４） 

イ 提出期間 

実施要領等公表日から 

令和８年４月７日（火）の16時30分まで 

ウ 提出先 

    「４の担当部局（問合せ先）」に同じ 

エ 提出方法 

    電子メールにより提出（電話にて担当部局まで受信を確認すること） 

オ 回答方法 

    令和８年４月10日（金）を目途に、本市ホームページで公表するものとし、口頭によ

る個別対応は行わない。なお、回答は、本実施要領と一体のものとして同等の効力を持

つものとする。また、同趣旨の質問は、まとめて回答する。 

 

９ 参加資格の審査及び結果の通知 

(1) 審査結果の通知  

参加申込みをした者の参加資格を審査し、審査結果を参加申込者全員に対して、参加資

格審査結果通知書を電子メール及び郵送にて通知する。参加資格を満たしていないと判

断された者に対しては、その理由を付して通知する。 

参加資格審査結果の通知は令和８年４月16日（木）を予定している。 

 (2) 審査結果に対する説明要求 

参加資格を満たしていないと判断された者は、その理由について、審査結果が届いた日

から令和８年４月23日（木）16時30分まで、以下のアからウの内容に従い説明を求める

ことができる。 

ア 提出書類 

     参加資格審査結果に対する説明要求書（様式５） 



 

   イ 提出先 

     ４の「担当部局（問合せ先）」に同じ 

   ウ 提出方法 

   電子メールにより提出（電話にて担当部局まで受信を確認すること） 

 

10 企画提案書の提出 

参加資格審査結果の通知により参加資格を満たした者は、下記のとおり企画提案書を提出

すること。 

(1) 提出書類 

ア 表紙（様式６） 

 イ 業務実施体制調書（様式７） 

 ウ 業務実績書（様式８） 

    ※記入した業務の実績を証する契約書等（契約案件名、契約金額、契約当事者が記

載されている部分のみ）の写しを添付すること。 

エ 企画提案書（様式９） 

    ※詳細な企画提案について任意様式により提出すること 

オ プレゼンテーション出席者報告書（様式10） 

カ 参考価格見積書（任意様式） 

※提出書類は、「11 書類提出の記載要領」に基づき作成すること 

(2) 提出部数 

正本１部・副本９部（副本９部は正本の写しで可） 

(3) 提出期間 

参加資格審査結果通知書の発送日から 

令和８年５月８日（金）まで 

受付時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の８時45分から16時30分までとする。 

郵送の場合は令和８年５月８日（金）必着とする。 

(4) 提出先 

「４の担当部局（問合せ先）」に同じ 

(5) 提出方法 

持参又は郵送により提出すること。 

ただし、郵送の場合は、提出書類の到達通知は行わないため、提出者が必要に応じ追跡

可能な郵送方法を検討すること。 

 (6) 質問について 

企画提案書類に関して、質問がある場合は、原則として以下のアからオの内容に従い、

質問を行うこと。 

ア 提出書類 

企画提案に係る質問書（様式11） 

イ 提出期間 



 

参加資格審査結果通知書の発送日から 

令和８年４月23日（木）の16時30分まで 

ウ 提出先 

「４の担当部局（問合せ先）」に同じ 

エ 提出方法 

電子メールにより提出（電話にて担当部局まで受信を確認すること） 

オ 回答方法 

令和８年４月28日（火）を目途に、本市ホームページで公表するものとし、口頭によ

る個別対応は行わない。なお、回答は、本実施要領と一体のものとして同等の効力を持

つものとする。また、同趣旨の質問は、まとめて回答する。 

 

11 提出書類の記載要領 

(1) 提出書類の様式 

プロポーザルに係る提出書類は、所定の様式に記入の上、提出すること。 

(2) 様式の入手方法 

様式 1から様式 12は、市ホームページに掲載する。 

(3) 書類作成時の書式等 

ア 用紙サイズは A4 版とすること。 

イ 文字のサイズは 11ポイント以上で作成すること。 

ウ 使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とすること。 

エ 提出書類はすべて順に並べ A4 縦の場合は左綴じ、A4 横の場合は上綴じでファイル等に

綴じ、通しのページ番号を付すこと。印刷の色は、カラー、白黒を問わない。 

(4) 様式記入上の注意 

ア 会社・団体の概要（様式２） 

(ｱ) 商業・法人登記簿謄本に基づいて記載すること。 

(ｲ) 会社の概要や事業内容を補足する資料・パンフレット等がある場合は別 

途添付してもよい。 

イ 業務実施体制調書（様式７） 

(ｱ) 本業務を担当する者全員を記入すること。 

(ｲ) 担当する者の実務経験年数とは、本業務の内容を確認し、提案者が本業務と類似して

いると判断したものに携わった経験年数とする。 

(ｳ) 担当する者の手持ち業務の欄には、本業務の参加申込書提出日現在の手持ちの業務（特

定後未契約のものを含む）をすべて記入すること。 

(ｴ) 記入欄が不足する場合には、欄を追加して記入すること。 

ウ 業務実績書（様式８） 

(ｱ) 業務実績については、過去５年間（令和３年４月１日から令和８年３月 31 日まで）

に契約を締結した業務のうち、チャレンジショップ事業や創業支援、経営に関するコ

ンサルタント業務、地域活性化を目的とした業務等において元請けとして履行した実



 

績について記入すること。 

(ｲ) 記入した業務の実績を証する契約書等の写し（契約案件名、契約金額、契約当事者が

記載されている部分のみ）を添付すること。 

エ 企画提案書（様式９） 

以下の項目について、「８つくば市周辺市街地チャレンジショップ運営業務委託仕様書」

に記載した業務目的や業務内容を踏まえ、わかりやすく簡潔に記入すること。ただし、

様式９の２ページ目以降は任意様式可とする。 

また、詳細な業務実施方針・手法及び企画提案については、以下の項目毎に、任意様式

（Ａ４サイズ・デザイン等自由）により作成し、提出すること。 

(ｱ) 「８つくば市周辺市街地チャレンジショップ運営業務委託仕様書」４（１）で示す

ビジネスプランコンテストの開催についての提案 

(ｲ) 「８つくば市周辺市街地チャレンジショップ運営業務委託仕様書」４（２）で示す

チャレンジショップの運営についての提案 

(ｳ) 業務工程（スケジュール） 

(ｴ) その他必要な関連業務の提案（任意） 

オ プレゼンテーション出席者報告書（様式 10） 

  出席者は３名以内とし、本業務の担当者１名以上は必ず出席すること。 

カ 参考価格見積書（任意様式） 

(ｱ) 参考見積書は任意様式とし、代表者印の押印又は本件責任者氏名・連絡先及び担当

者氏名・連絡先を記載すること。 

(ｲ) 提案（見積額）限度額の範囲内で、提案者の提案を実現するために必要な経費をす

べて含む参考見積書を作成すること。 

(ｳ) 消費税及び地方消費税額を除いた価格及び税込み価格が記載されていること。 

(ｴ) 可能な限り項目別に示すこと 

 

12 企画提案審査 

(1) 候補者選定委員会の設置 

適正な審査を実施するため、候補者選定委員会を設置し、企画提案に係る審査及び評価

を実施し、本業務の履行に最も適した候補者を選定する。 

(2) 実施概要 

ア 実施日 

令和８年５月15日（金） 

※正式な日時や集合場所等は参加資格審査結果通知書にて通知する。 

イ 実施場所 

つくば市役所 

〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１ 

ウ 出席者 

  出席者は３名以内とし、本業務の担当者１名以上は必ず出席すること。 



 

エ 説明時間 

説明は20分以内、質疑応答は10分以内とする。 

オ 留意事項 

(ｱ) 審査は全て非公開にて行う。 

(ｲ) プレゼンテーションは、事前に提出した企画提案書の内容による他、パワーポイン

ト等を用いて実施することを許可するが、追加提案や追加資料の配布は認めない。 

(ｳ) プロジェクターやスクリーン等については市において用意するが、パソコンは参加

事業者が用意すること。 

(ｴ) 持ち込んだ機材が正常に作動しない場合や、故障などによる使用制限が発生した場

合の対応を想定しておくこと。 

(ｵ) 感染症流行等の社会情勢により、プレゼンテーション審査が開催困難な場合には、

別途方法を検討し、参加申込した者に連絡する。 

(3) 審査方法 

参加資格が確認された者から提出された企画提案書類、プレゼンテーション及びヒアリ

ングについて、別紙「選定基準」に基づいて評価し、提案者毎に各委員による評価点の合

計で順位を付け、第１順位の最も多い者を最優秀提案者として選定する。ただし、第１順

位の最も多い者が２者以上あるときは、次の順序により比較し、順位を決定する。 

ア すべての審査項目の委員長及び各委員の評価点の合計 

イ 企画提案内容、説明能力に関する項目の委員長及び各委員の評価点の合計 

ウ 業務実施体制、業務実績に関する項目の委員長及び各委員の評価点の合計 

エ 業務コストに関する項目の委員長及び各委員の評価点の合計 

 なお、提案者が１者であっても企画提案審査を実施する。ただし、その提案内容に対す

る各委員による評価点の平均点が50点未満の場合は、当該提案者を契約の相手方としな

い。 

(4) 選定基準 

別紙「選定基準」を参照のこと。 

 

13 審査結果 

(1) 審査結果の通知 

審査の結果は、令和８年５月20日（水）までに次のとおり通知する予定である。 

ア 最優秀提案者に特定された者 

最優秀提案者に特定された旨について通知する。 

イ 第２順位者に特定された者 

第２順位者に特定された旨及び最優秀提案者に特定されなかった理由を通知する。 

ウ 提出された企画提案書が特定されなかった者 

特定されなかった旨及びその理由を通知する。 

エ 通知方法 

電子メール及び郵送にて通知する。 



 

オ 審査内容 

非公表とし、審査結果についての異議申立ては認めない。 

(2) 審査結果に対する説明要求 

   特定されなかった者は、その理由について、審査結果が届いた日から令和８年５月 27 日

（水）16時 30 分まで説明を求めることができる。 

方法は、９(2)アからウと同様とする。ただし、アの様式については、様式 12 を使用する

こと。 

(3) 契約及び公表 

ア 最優秀提案者との契約 

最優秀提案者と協議の上、委託内容を決定し、随意契約により契約を締結する。(企画

提案内容をそのまま委託するとは限らない)なお、最優秀提案者との契約交渉が不調の場

合や事故等があった場合には、第２順位者と契約交渉や見積書徴収を行う。 

イ 審査結果の公表 

つくば市プロポーザル方式による契約の相手方の選定に関するガイドライン第16条に

従って、公表する。 

 

14 失格事項 

次の各号いずれかに該当する場合は、失格とする。 

(1) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(2) 審査の公平性を害する行為があった場合 

(3) 提出された価格見積書の見積額が上限金額を超えている場合 

(4) プレゼンテーションに出席しなかった場合 

(5) 契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合 

(6) その他、審査委員会が適当でないと判断した場合 

 

15 無効となる提出書類について 

次の各号いずれかに該当する場合には、無効とする。 

(1) 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの 

(2) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

(3) 必要な提出書類が揃っていないもの 

(4) 記載要領に定める様式及び内容に適合しないもの 

(5) 虚偽の内容が記載されているもの 

 

16 提出書類の取扱い 

 (1) 提出書類は、受託者の選定以外に使用しないものとする。 

 (2) 提出書類は、選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがあるが、提

出者に無断でその他の目的のために使用することはできないものとする。 

 (3) 提出書類は、提出期限以降の差し替え及び再提出は認めない。 



 

 (4) 提出書類は、返却しない。 

 (5) 提出書類に係る情報公開請求があった場合は、つくば市情報公開条例（平成27年つくば

市条例第27 号）の規定による請求に基づき、同条例第５条に規定する不開示情報を除き、

第三者に開示することができるものとする。 

 

17 その他 

(1) 本プロポーザル参加に要する全ての費用は、提案者の負担とする。 

 (2) 市が配布する資料等は本プロポーザル応募に係る検討以外の目的で使用しないこと。 

(3) 参加申込書及び企画提案書の提出は、１者につき１案とする。 

(4) 業務の実施に関し必要な事項は、委託者と協議して決定するものとする。 



 

(別紙) 

８つくば市周辺市街地チャレンジショップ運営業務委託 

公募型プロポーザル選定基準 

 

 この選定基準は、８つくば市周辺市街地チャレンジショップ運営業務委託の公募型プロ

ポーザルを実施するにあたり、市が設置する候補者選定委員会における選定（審査）基準

等を定めるものである。（配点は全体で100点満点とする） 

 

評 価 項 目 評 価 の 着 目 点 配 点 様式 

企画提案内容 【業務内容全体について】 

本業務仕様書に照らし合わせ、業務方針、業務手順

が妥当であり、業務内容が実現性、独創性のあるも

のになっているか。 

15 様式９ 

＋任意様式 

【ビジネスプランコンテストの開催について】 

ビジネスプランコンテストの募集方法や開催内容の

工夫が示されているか。 

20 様式９ 

＋任意様式 

【チャレンジショップの運営について】 

趣旨に沿った効果的、かつ実現性のある内容になっ

ているか。 

20 様式９ 

＋任意様式 

全体業務工程 本業務を確実かつ円滑に実施するためのスケジュー

ルが適切に示されているか。 

10 様式９ 

＋任意様式 

業務実施体制 業務実施体制について以下の点により評価する。 

１ 管理責任者の経験及び業務能力 

２ 業務内容からみた取組体制 

10 様式７ 

業務実績 業務の実績について、以下の点により評価する。 

１ 本業務と種類及び規模を同じくする業務の実績

やノウハウの活用 

10 様式８ 

説明能力 プレゼンテーションでの説明能力について以下の点

により評価する。 

１ 取組意欲 

２ 質問等に対する応答 

10 

 

－ 

業務コスト 業務の価格について以下の点により評価する。 

１ 業務内容に対する費用の的確性 

5 任意様式 

 


